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科 目 内　　　容

　
自
　
主
　
財
　
源

市 税 市民税、固定資産税、都
市計画税など

使用料・
手数料

公共施設の使用料、住民票
発行・ごみ処理手数料など

諸収入 貸付金の返済金や宝くじ
の交付金など

その他 基金の取り崩し、前年度
繰越金、寄附金など

　
依
　
存
　
財
　
源

地方
交付税

一定水準の行政サービス
を行うために国から配分
される交付金

地方
譲与税
など

国が徴収した特定の税の
うち、一定の基準で地方
に配分されるものなど

国・道
支出金

道路・学校整備や障害者
自立支援給付など、特定
の事業に対する国・道か
らの負担金・補助金など

市 債 施設や道路建設などに関
する借入金

科目 内　　　容

総務費 戸籍・住民基本台帳、庁舎
管理など

民生費
児童手当、後期高齢者医療
費、障害者自立支援給付費と
いった医療・福祉の費用など

衛生費 健診、予防接種、ごみ処理、
葬斎場、墓地など

商工費 商工業、消費者保護、観光
など

土木費 道路、橋りょう、公園、除雪、
治水など

教育費 義務教育費、体育館・図書
館など

公債費 地方債の元利償還金など
諸支出金 特別会計への繰出金など

その他 議会、労働、農林水産業、
消防

平
成
26
年
度
の
決
算

　

江
別
市
の
平
成
26
年
度
決
算
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
市
民
の
皆

さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
税
金
や
国
か
ら
配
分
さ
れ
た
地
方
交

付
税
な
ど
の
収
入
に
よ
っ
て
、
市
が
行
っ
た
事
業
や
財
政
状
況
の

概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

 

財
政
課
☎
381
‐
１
０
１
０

民生費
128.8 億円

総務費
43.3 億円

土木費
52.1 億円

教育費
59.6 億円

衛生費
26.1 億円

一般会計
歳出総額
444.1 億円
対前年比
+22.7 億円

商工費
15.5 億円

公債費
46.7 億円

諸支出金
52.4 億円

その他
19.6 億円

　職員給与費は各科目に分類しています。

　平成 26 年度は個人・団体合わせて
992 万 9千円の寄附金がありました。環
境・福祉・教育事業など、寄附の趣旨に
沿って活用します。

（7.7 億円、
  6.3%の増）

（0.1 億円、
  0.2%の増）

（△ 3.7 億円、
  6.6%の減）

（19.8 億円、
  49.8%の増）

（1.0 億円、
  3.9%の増）

（△ 2.6 億円、
  14.4%の減）

（△ 1.1 億円、
  2.4%の減）

（1.3 億円、
  2.5%の増）

（0.3 億円、
  1.8%の増）

市税
123.1 億円

市債
52.0 億円

国・道支出金
106.4 億円

地方譲与税など
18.9 億円

地方交付税
104.6 億円

その他
21.2 億円

諸収入
16.4 億円

使用料・手数料
8.1 億円

（1.5 億 円、
1.2%の増）

（15.6 億円、
  43.1%の増）

（9.2 億円、
  9.4%の増）

（2.0 億円、
  11.5%の増）

（△ 2.7 億円、
  2.5%の減）

（△ 2.7 億円、
  11.2%の減）

（△ 0.7 億円、
  4.2%の減）

（△ 0.2 億円、
  2.2%の減）

【一般会計歳入】

【一般会計歳出】

特 

別 

会 

計

企
　
業

　
会

　
計

自主財源
168.8

億
円
　
    　　　　　

 　

　
依
存
財
源
28

1.9
億円

一般会計
歳入総額
450.7 億円
対前年比
+22.0 億円
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平成 27 年 10 月 1 日現在の住基人口　　119,587 人

　平成 26 年度は、小中学校施設整備や江
別の顔づくり事業などにより、前年度に比
べて投資的経費が増加しています。

　平成 26 年度の市債残高は、小中学校
の改築などに伴い増加しました。

ご意見をお待
ちしています。 　平成 28年度の予算編成過程で、市民の皆さんと情報

を共有し、協働のまちづくりを進めていくため、平成
28年度予定事業などの一部について予算要求状況をお
知らせするとともに、意見を募集します。
●募集期間　12月4日㈮  ～  平成28年1月4日㈪必着

財政課 〒 067-8674 高砂町６、☎ 381-
1010、   381-1070、Email = zaisei@city.ebetsu.lg.jp

　消費者安全法が改正されることに伴い、消費生活に関
する相談や情報提供などを行う江別市消費生活センター
を設置するため、当該センターの組織および運営に関す
る事項などを定める条例案についての意見を募集します。
●募集期間 12月15日㈫  ～  平成28年1月13日㈬必着

商工労働課 〒067-8674高砂町６、☎381-
1023 、 381-1072、Email=shoko@city.ebetsu.lg.jp

●共通事項
【予算案、条例案の配布場所】
　担当課窓口、市役所本庁舎1階情報公開コーナー、
市役所大麻出張所、水道庁舎内証明交付窓口、情報
図書館、市民会館、各公民館、野幌鉄南地区センター、
豊幌地区センターで配布するほか、市ホームページ
でも配布します。
【意見の提出方法】
　所定の様式（②は任意の様式でも可）に記入のう
え、持参、郵送、ファクスまたは Eメールで各提
出先へ。電話では受け付けていません。
【意見の公開】
　お寄せいただいた意見などは、個人を特定せずに
市ホームページなどで公開する予定です。なお、意
見提出者への個別の通知はしません。

    江別市消費生活センター条例（素案）

    平成 28 年度新年度予算

市債残高の推移
（一般会計）

歳出の推移入湯税・都市計画税の使われ方

平成 27 年度
予      算

億円 億円
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公債費
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